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１ ． 本書の位置づけ 

大山地域公共施設複合化事業優先交渉権者選定基準（ 以下「 優先交渉権者選定基準」 と いう 。）

は、 富山市（ 以下「 本市」 と いう 。） が大山地域公共施設複合化事業（ 以下「 本事業」 と いう 。） の

実施に当たっ て、 本事業を実施する民間事業者（ 以下「 民間事業者」 と いう 。） の募集・ 選定を行

う に際し て応募を 希望する者に配布する募集要項と 一体のも のである。  

優先交渉権者選定基準は、 優先交渉権者を 決定するための方法及び評価基準等を 示し 、 応募者

の行う 提案に具体的な指針を与えるも のである。  

 

２ ． 民間事業者選定の概要 

審査の手順は、 次のと おり と する。  
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民間事業者の選定方式 

民間事業者の選定に当たっ ては、 公募型プロポーザル方式を採用し 、 本市の要求するサービス

水準と の適合性、事業遂行能力や事業計画の妥当性、資金調達計画の確実性、リ スク 負担能力等、

事業者の幅広い能力・ ノ ウハウを 総合的に評価し 、 優先交渉権者を 決定するも のと する。  

 

民間事業者の選定方法 

民間事業者の選定は、「 参加資格審査」 及び「 提案審査」 により 行う も のと する。  

応募者から 提出さ れた提案書類の内容について、 本市が「 参加資格審査」 及び「 提案審査」 の

う ち「 基礎項目審査」 並びに「 提案価格に係る評価」 を行っ たのち、 本市が設置し た「 大山地域公

共施設複合化事業 PFI 事業者選定委員会」（ 以下「 選定委員会」 と いう 。） が、「 提案審査」 のう ち

「 審査事項に係る評価」 を行い、「 審査事項に係る評価」 と 「 提案価格に係る評価」 で総合的に審

査する。  

なお、「 審査事項に係る評価」 に当たっ ては、 応募者によるプレゼンテーショ ン及びヒ アリ ング

の実施を予定し ている。  

応募者から 提出さ れた提案書類に疑義がある場合には、 応募者に対し て内容の確認及び追加資

料の提出等を求める場合があるほか、 応募者に対し て個別質疑を行っ て確認する場合がある。  

また、 応募者への個別質疑に対する回答及びヒ アリ ングにおける回答内容等は、 提案書類にお

ける提案内容と 同様の扱いと し 、 本事業の契約上の拘束力を有する も のと し て扱う 。  

 

民間事業者選定の体制 

「 審査事項に係る評価」 に当たっ ては、 選定委員会の委員が応募者から 提出さ れた提案書類の

審査を 行い、 その結果を 本市に報告する。  

本市は、 選定委員会による審査結果に基づき 、 優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する。  

なお、 優先交渉権者の決定までに選定委員会の委員に対し 、 本事業について、 民間事業者の選

定に関し 自己の有利になる目的のため接触等の働き かけを行っ た場合は、 参加資格の取り 消し 、

又は失格と する。  

選定委員会の委員は、 次のと おり である。  

 

【 選定委員会 委員】  

（ 敬称略）  

 氏名 所属 

委員長 中 村 和 之 富山大学 副学長（ 経済学部 教授）  

委員 讃 岐   亮 東京都立大学 都市環境学部 助教 

委員 池 澤 龍 三 建築保全センタ ー 保全技術研究所第三研究部 次長 

委員 今 本 雅 祥 富山市 副市長 

委員 前 田 一 士 富山市 企画管理部長 
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３ ． 審査の手順 

審査の手順は、 次のと おり と する。  

 

参加資格審査 

本市は、 参加表明書及び参加資格審査に関する提出書類に基づき 、 応募者が、 募集要項に示す

参加資格の要件を 満たし ているかどう かを審査し 、 要件の未達事項があれば失格と する。  

 

提案審査 

１ ） 提案書類の確認 

提出さ れた提案書類がすべて募集要項等の指定どおり に揃っ ているかを 本市において確認する。 

 

２ ） 基礎項目審査 

応募者から 提出さ れた提案書類について、「 別紙１  基礎項目審査の評価基準」 に掲げる基礎審

査項目を充足し ているかを本市において確認する。  

基礎審査項目を 充足し ている場合は適格と し 、 基礎審査項目を１ 項目でも 充足し ていない場合

は失格と する。  

 

３ ） 提案価格の確認 

応募者が提案書類に記載し た提案価格が、 本市が設定する予定価格（ 提案価格の上限価格） を

超えていないかを 本市において確認する。  

提案価格が予定価格を 超える場合は失格と する。  

なお、 予定価格は 2,127,000,000 円（ 消費税及び地方消費税を 含まない。） と する。  

 

４ ） 審査事項に係る評価（ 審査事項評価点の算定）  

基礎項目審査において適格と さ れた提案について、選定委員会において「 審査事項に係る評価」

を行う 。 審査事項に係る評価は、 応募者の提案内容について、 以下に示す事項について加点基準

に応じ て得点（ 加点） を付与する。 審査事項に係る評価点（「 審査事項評価点」 と いう 。） は最高

700 点と し 、 その内訳は、「 別紙２  審査事項及び評価視点【 一覧】」 に示す。 審査事項評価点の計

算に当たり 、 小数点以下がある場合は第２ 位を 四捨五入するも のと する。  

なお、 審査事項評価の過程において、 要求水準を充足し ていないこ と が判明し た場合には失格

と する。  
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【 審査事項に係る評価】  

審査事項 配点 備考 

① 事業計画に関する事項 90 配点の割合： 最高 700 点中 12.9％ 

② 施設計画に関する事項 425 配点の割合： 最高 700 点中 60.7％ 

③ 維持管理に関する事項 90 配点の割合： 最高 700 点中 12.9％ 

④ 事業効果に関する事項 70 配点の割合： 最高 700 点中 10.0％ 

⑤ 事業全体に関する事項 25 配点の割合： 最高 700 点中  3.5％ 

合計 700  

 

【 加点基準】  

 評価水準 加点比率（ 評価点＝配点×加点比率） 

A 各審査項目について特に優れている。  100％ 

B 各審査項目についてより 優れている。  75％ 

C 各審査項目について優れている。  50％ 

D 各審査項目について優れている点はあまり ない。  25％ 

E  各審査項目について優れている点はない。  0％ 

 

５ ） 提案価格に係る評価 

応募者が提示する提案価格に対し て、 本市が次式により 提案価格評価点と し て算出する。  

最も 低い提案価格を提示し た応募者の提案価格評価点を 300 点満点と し 、 その他の応募者の提

案価格評価点は、 提案のう ち最も 低い提案価格から の割合に基づき 算出する。  

提案価格評価点の計算に当たっ ては、 小数点以下第２ 位を四捨五入する。  

提案価格評価点＝
提案のう ち最も 低い提案価格

当該応札者の提示する提案価格
×300 点 

 

６ ） 総合評価点の算定 

選定委員会は、 審査事項評価点と 提案価格評価点を 合計し た値を 総合評価点と し て応募者を順

位付けする。総合評価点が最高と なっ た提案を最優秀提案、次順位の提案を次点と し て選定する。  

総合評価点=審査事項評価点（ 最高 700 点） ＋提案価格評価点（ 最高 300 点）  

 

４ ． 優先交渉権者の決定 

本市は、 提案審査結果を踏まえ、 優先交渉権者及び次点交渉権者を決定する 。  

優先交渉権者の決定に当たり 、 総合評価点が同点の場合は、「 審査事項評価点」 が最も 高い者を

優先交渉権者と する。 さ ら に「 審査事項評価点」 が同点の場合は、 く じ 引き を行い、 優先交渉権

者を決定する。  

本市が優先交渉権者と 基本協定を締結し ないこ と が確定し た場合、 又は基本協定が解除さ れた

場合には、 次順位以降の応募者と 交渉するも のと する。 ただし 、 こ の場合であっ ても 同時に二者

以上と 交渉するこ と はない。   
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別紙 1 基礎項目審査の評価基準 

 

基礎審査項目 審査基準 主な対応様式番号 

Ⅰ 全般に関する事項   提案書類全体について、 同一事項に

対する２ 通り 以上の提案又は提案事

項の齟齬、 矛盾がないこ と 。  

  提案書類全体について、 様式集に従

っ た構成（ 項目の構成、 枚数制限

等） になっ ている こ と 。  

提案書類全般 

Ⅱ 事業計画に関する事項 ・  各様式に記載さ れた提案の内容が、

要求水準を満たし ているこ と 。  

・  リ スク 分担に関し 、 募集要項等で示

し たリ スク の分担方針と の齟齬がな

いこ と 。  

1-1-1～1-2-3 

Ⅲ 施設計画に関する事項 ・  提案書類の各様式に記載を求めた提

案の内容が、 要求水準を満たし てい

るこ と 。  

0-1～0-13 

2-1～2-7、 5 

Ⅳ 維持管理に関する事項 3-1-1～3-2、 5 

 

 



別紙2　審査事項及び評価視点【一覧】

主な対応様式

提案書類（事業計画に関する事項）

（１）事業計画 ・事業目的の理解、基本計画等を踏まえた提案 1-1-1 事業方針

　　事業方針、コンセプト ・明確な役割分担・合理的な責任分担 1-1-2 実施体制

　　実施体制 ・事業実績（複合施設、庁舎、図書館） 1-1-3 コンプライアンス

　　コンプライアンス ・事業目的の達成に向けた明確な考え方、コンセプトの設定、対応策の具体性

（２）事業遂行能力 ・事業の安定性・健全性を確保するための方針 1-2-1 PFI事業の収支計画の考え方

　　収支計画 ・資金調達の確実性、予定どおり調達できない場合の担保 1-2-2 PFI事業　資金調達計画

　　資金調達計画 ・リスク認識の適切さ、予防的措置を含むリスク管理策の具体性・合理性 1-2-3 リスク管理方針

　　リスク管理方針

提案書類（施設計画に関する事項）、提
案書類（設計図書）

（１）施工計画 ・効率的・効果的な工程計画

　　工程計画 ・効果的な騒音・振動対策、安全対策（近隣小学校等への配慮）

　　周辺への配慮

・効率的かつ確実に施工する工夫

・施工における環境負荷低減のための工夫

（２）施設配置計画 ・複合施設としての相乗効果への工夫

　　配置計画 ・周辺道路からのアクセスのしやすさ

　　敷地内動線 ゾーニング ・利用者にとってのわかりやすさ、機能的な配置

・動線の明確性

・積雪等地域特性への配慮

・防災減災（水害、地すべり等）への配慮

（３）意匠計画 ・地域性に配慮したデザイン

　　デザイン性 ・周辺施設と調和し、景観に配慮したデザイン

　　景観配慮 ・利用者のわかりやすさ、情報伝達方法の工夫

　　サイン計画 ・外壁、内装の仕上げ材などのメンテナンス性

　　メンテナンスの容易性

（４）諸室計画 （全体） ・複合施設としての相乗効果への工夫

　　多目的な使い方への対応 ・合理的な階構成

　　諸室配置計画 ・交流や賑わいの創出に向けた工夫

　　快適性・利便性 ・利用者にとってのわかりやすさ、機能的な配置

　　ユニバ―サルデザイン ・安全性、適切なセキュリティ対策

・職員や利用者の利便性・快適性

・ユニバーサルデザイン

（行政サービスセンター部門） ・業務の効率性・継続性、執務空間の機能性

（地域交流センター部門） ・多目的な用途に対応できるホールとしての機能性や工夫

・展示スペースの機能性、情報発信性

（図書館部門） ・幅広い世代の方々が快適かつ気軽に利用できる工夫

・開放的な空間とするための工夫

（５）構造計画 ・多目的な使い方への対応（行政サービスセンター、図書館への配慮）

　　防音・防振動対策 ・敷地特性を踏まえた効果的対策

　　敷地特性

（６）設備計画 ・多目的な使い方へ対応できる設備計画の工夫

　　多目的な使い方への対応 ・メンテナンスの容易性

　　メンテナンスの容易性 ・将来の使い方の変化に対応した更新性、拡張性

　　省エネルギー・ランニングコストの低減 ・省エネルギー、ランニングコスト低減の工夫

　　再生可能エネルギーの導入 ・地域特性を踏まえた再生可能エネルギーの導入、環境負荷の低減

　　安全性 ・施設利用者、施設管理者に対する安全面の配慮

・災害時の事業継続性

（７）外構計画 ・利用者の利便性、安全性 ・障害者等用駐車場、駐輪場

　　外構、植栽 ・快適性、美観への配慮 ・セキュリティ

　　地域特性 ・積雪等地域特性への配慮

提案書類（維持管理に関する事項）

（１）業務計画 ・効率的・効果的な実施体制

　　適切な業務遂行計画

　　維持管理業務の実施体制 ・市との連携に関する工夫

　　モニタリング ・モニタリング方法の具体性・実効性

（２）各業務に係る具体的提案 ・建築物、建築設備、外構等の機能・性能の保持

　　安全性 ・利用者の快適性

　　快適性

提案書類（事業効果に関する事項）

（１）地域社会への貢献 40 4-1 地域社会への貢献

（２）地域経済への貢献 30 4-2 地域経済への貢献

（１）総合性 10

（２）特に優れた内容 15

700

審査事項 評価視点 配点

Ⅰ　事業計画に関する事項

45

90

45

50 2-6 構造計画

Ⅱ　施設計画に関する事項

50

425

2-1 施工計画・近隣住民や周辺施設等への配慮（工事期間中）

50 2-2 施設配置計画・周辺環境（景観、道路、住宅等）への配慮

50 2-3 意匠計画

165
2-4 諸室計画

40 2-5 構造計画

20 2-7 外構計画

Ⅲ　維持管理に関する事項

45

90

3-1-1 業務遂行計画
3-1-2 モニタリング計画

・予防保全を基本とした維持管理費用の負担軽減に向けた工夫

45 3-2 各業務に係る具体的提案

・審査事項及び評価視点に含まれないが、事業目的に照らし、特に優れた提案

合計

Ⅳ　事業効果に関する事項

・賑わいの創出、地域の活性化、まちの活力向上（まちづくりへの配慮）
70

・地元企業の参画、地元雇用、地域産材等地域資源の活用

Ⅴ　事業全体に関する事項

・各提案内容の全体的な整合性、相乗効果を発揮するための工夫
25
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